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１．菊陽町防災施設整備に係る計画の目的 
平成 28 年熊本地震は、県内各地で甚⼤な被害をもたらし、多くの尊い命や財産が失われた。本町で

も収まらない余震の恐怖から多くの町⺠が⻑期にわたり避難所での⽣活や⾞中泊を余儀なくされた。 
本町では、この熊本地震の経験を踏ま

え、創造的復興の実現に向けて平成 29
年 4 ⽉に「菊陽町復興まちづくり計画」を
策定した。この計画では、防災センターの
整備、防災公園（広場）の整備、既存
の⼤規模公園の防災機能の整備や町⺠
体育館の防災機能を強化した再整備が
計画されており、防災センター及び防災公
園（広場）では、既に整備に向け動きだ
しているところである。 
 
本計画は、防災機能を強化した町⺠体育館の再整備と防災センター及び防災公園（広場）との

連携・機能強化・役割について具体化するものである。 
 

復興まちづくりに向けた主な課題 

防災拠点の形成に関する課題 
・災害対策本部機能の強化 
・支援物資や救援部隊の受け入れ体制の強化 

重点的に取り組むプロジェクト 

町役場を中心とした防災拠点の形成 
・防災拠点の形成 

各小学校区を基本とした地域避難拠点の
形成 
・町⺠体育館の早期復旧（再整備） 
・指定避難所の機能強化 
・福祉避難所の機能強化 
・指定避難所以外の避難可能な施設の機

能強化 
・防災公園（広場）の整備 
・公園の防災機能整備 

町全体の避難施設に関する課題 
・町⺠体育館の早期復旧 
・被災による避難所不⾜ 
・⻑期避難⽣活に対応した避難所の機能 

不⾜ 
・福祉避難所等における要配慮者のための 

スペースの不⾜ 
・徒歩圏内の避難所不⾜ 
・屋外避難場所・機能の不⾜ 
・町⻄部は、⼈⼝に対して指定避難所の 

収容⼈数が不⾜ 

町の更なる防災⼒の向上に関する課題 
・菊陽空港線の早期整備による輸送路の 

確保 
・各地区の実情に応じた町⺠センター等の 

整備・改修 

避難活動における自助・共助に関する 
取組課題 
・みんなで支え合う取組の支援強化 
・一⼈一⼈の災害に対する備えの強化 

復興から更なる発展に向けた、安全・ 
安心な都市基盤施設の強化 
・災害時において輸送路となる基幹道路

の整備（道路網の整備） 
・災害ごみ仮置き場の検討・整備 
・下水道施設の災害対策の強化 
・(仮称)北部町⺠センターの整備検討 
・「総合交流ターミナルさんふれあ」の

改修 

住⺠による地域防災⼒の向上 
・⾃主防災組織の⽴ち上げや活動に対す

る支援 
・コミュニティの醸成 
・ボランティア活動の推進 
・防災意識の啓発 

菊陽町 
地域防災計画 
（令和元年

度） 
（平成 29 年度） 

２．菊陽町復興まちづくり計画 
〇復興に向けた防災に係る主な課題とその課題解決に向け重点的に取り組むプロジェクト 
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〇菊陽町復興まちづくり計画の基本⽅針と緊急的かつ重点的に取り組むプロジェクト関係図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

〇復興まちづくりで重点的に取り組むプロジェクト 
◆町役場を中心とした防災拠点の形成 
《整備⽅針》 

町役場及び周辺公共施設と連携した防災対策機能や災害活動体制の拡充・強化を図るため、
役場北側駐⾞場部において、災害対策本部機能を備えた「（仮称）防災センター」を整備する。 

《導入機能》 
・状況把握や情報受発信機能を強化した災害対策本部室の設置 
・自衛隊や自治体など救済・応援部隊の活動場所の確保 
・支援物資の受入、配布するための拠点の整備 
・備蓄倉庫の増強 

◆各小学校区を基本とした地域避難拠点の形成 
各避難所や地区公⺠館、公園・広場等について機能強化を図るとともに、⽐較的規模の⼤きい公園・
広場等については、地域における避難拠点としての整備を図っていく。 

 防災公園（広場）の整備（光の森多目的広場） 
 公園の防災機能整備（菊陽杉並木公園等） 

《整備⽅針》 
・現状の家屋の⽴地状況、既存公園及び広場の規模等を踏まえ、各地域における避難場所の「核」と
なる比較的規模の大きい公園、広場を対象に防災機能の整備・強化を図る。 

・防災機能の整備・強化に当たっては、既存の公園や広場を対象として必要な機能を段階的に整備す
る。 

◆町⺠体育館の復旧（再整備） 
《整備⽅針》 
早期の施設運営を⾏うため復旧⼯事で対応する。しかし、築 45 年以上経過し⽼朽化が進んでいる
ことから、建物更新に合わせて「防災性の向上や利便性、役場との連携、公共施設の復旧に係るコ
スト縮減等」の観点から、地域活⼒の復興のための活動拠点となる「地域活動拠点施設」として、再
整備を⾏う。 

《導入機能》 
・屋内避難所（収容人数約 500 人を想定） 
・備蓄倉庫 
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※菊陽町地域防災計画（令和元年５⽉ 菊陽町防災会議）より 
※指定緊急避難場所は、防災まちづくり計画において地域防災拠点の位置づけである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

〇復興まちづくり計画における重点的に取り組むプロジェクトの計画スケジュール 
 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

防災拠点の整備 
（防災センター整備） 

    

地域避難拠点の機能強化 
（光の森多目的広場の整備） 

    

地域避難拠点の機能強化 
（菊陽杉並木公園等） 

   
 
 

 

 

実施設計 施設整備 基本設計 

実施設計 施設整備 

整備箇所・内容の検討 
施設整備 

（必要に応じて段階的に実施） 
 

〇菊陽杉並木公園（地域避難拠点）の防災機能の整備・強化の必要性 
・町では、復興まちづくり計画を踏まえ、防災地域拠点となる公園（地域避難拠点）の防災機能
整備を段階的に⾏っていくところであるが、特に、町中央部に位置し、町内⼀の面積を持つ「菊陽
杉並木公園」については、町東部の防災センターや町⻄部の光の森多目的広場と、機能分担を
図り、有機的に連携することにより町全体の防災拠点の⼀つとしての役割を担い、町全体の防
災機能強化を図っていく必要がある。 

基本設計 

３．菊陽杉並木公園に係る防災機能整備の考え⽅ 
 
〇地域避難拠点の機能強化 
・前述のとおり、令和元年５⽉現在、町東部に位置する防災センターの整備と、町⻄部に位置する光の森
多目的広場の整備は順次、実施設計、施設整備工事に着手している状況である。 
・また、防災公園（広場）の整備、公園の防災機能整備については、『各地域における避難場所の
「核」となる⽐較的規模の⼤きい公園、広場を対象に防災機能の整備・強化を図る。』と、復興まちづく
り計画において位置付けており、これらについても、地震対応だけではなく、全国各地において毎年のよ
うに起きている台⾵や異常気象（線状降⽔帯等）による豪⾬災害（九州北部豪⾬ H29.7 発⽣、
他）への備えとして順次、確実に実施していく必要がある。 

〇町⺠体育館の再整備 
・熊本地震において被災した町⺠体育館は、復旧は終わっているものの、築 45 年を超え⽼朽化が
進んでいることから、再整備が求められているところである。再整備にあたっては、防災機能の強化も踏
まえ検討することになっている。 
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※指定福祉避難所︓⾼齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、疾病者、難病患者等（要配慮者）を滞在させる
ことが想定される避難所 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
４．菊陽杉並木公園における防災機能強化の⽅針
 
〇現在の菊陽杉並木公園及び周辺施設の機能 

【菊陽杉並木公園】 
 
 
 
 

《北側》 
・スポーツ広場、修景池 
《南側》 
・ふれあい広場、噴水散策ゾーン、修景池 
エントランス広場 

・公園管理センター（※指定福祉避難所） 
・菊陽町図書館（※指定福祉避難所） 
 

【菊陽町総合交流ターミナル「さんふれあ」】 
・農産物直売所、温泉施設、食事処、スポーツジム 

防災機能︓指定緊急避難所として 
屋外収容 8,000 人 
指定福祉避難所（管理センター、 
図書館ホール 収容 各 100 人） 

防災機能︓※指定福祉避難所 
屋内収容 105 人 

スポーツ広場 

修景池 

ふれあい広場 

噴⽔散策ゾーン 

菊陽町図書館 公園管理センター 
駐⾞場 

杉並木公園 
（北側） 菊陽町総合交流 

ターミナル 

杉並木公園 
（南側） 

菊陽町総合交流ターミナル 菊陽杉並木公園（スポーツ広場） 菊陽杉並木公園（噴⽔散策路） 菊陽杉並木公園 公園管理センター 

〇菊陽杉並木公園における防災機能強化⽅針 
★防災拠点（防災センター）、光の森多目的広場との役割分担・連携による防災機能強化 
★既存施設を活用した防災機能強化 
★町⺠体育館再整備と合わせて屋内避難所機能等の配置（総合体育館整備） 

〇防災拠点（防災センター）、光の森多目的広場との役割分担・連携による防災機能強化 
・防災センター、光の森多目的広場には無い、町内全域を対象とした屋内避難地 
・防災拠点（防災センター）、光の森多目的広場と連携し支援物資受入れ・配送拠点を配置 

・防災センター、防災公園（光の森多目的広場）、そして、本町における防災拠点の３本目の柱と
なる防災機能を強化した町⺠体育館の再整備については、本町の中心に位置する最も大きな菊
陽杉並木公園の拡張による防災機能強化と融合・⼀体化させることにより、町の防災機能の更な
る強化を図ることが必要である。 

・支援物資の受入配布スペースについては、光の森多目的広場及び、防災センターに受入配布スペー
スを確保することになっているが、支援物資の受取が集中し本来の機能が麻痺することを避けるた
め、町の中央部である当該地へも機能の導入を図ることが必要である。 
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施 設 等 機       能 
防 災 拠 点 
（ 防 災 セ ン タ ー ） 

・災害対策本部（災害時の指揮命令基地） 
・自衛隊や他の自治体等の支援活動拠点（統括） 
・町東部の支援物資の受入・配布拠点 
・周辺地域の避難拠点 
・救護、要配慮者避難場所 

光の森多目的広場 ・指定緊急避難場所 
（⼀時的な⾞中泊、仮設入浴所、耐震性貯⽔槽、マンホールトイレ） 
・自衛隊や他の自治体等の支援活動場所 
・町⻄部の支援物資の受入・配送拠点（防災備蓄棟） 
・自衛隊ヘリコプター発着予定地 
・隣接する指定避難所（キャロッピア）と連携 

施 設 等 機       能 
菊 陽 杉 並 木 公 園 ・町内最大の指定緊急避難場所 

・町内全域を対象とした屋内避難スペース（総合体育館） 
・救護、要配慮者避難場所（総合体育館） 
・屋外避難スペース 
・町中央部の支援物資の受入・配布拠点（総合体育館） 
・自衛隊ヘリコプター発着予定地 

 
 
自衛隊や関係機関との連携や情報の集約・発信
等担う防災拠点。併せて避難拠点機能を持つ。 

 
 
防災広場、備蓄倉庫、耐震性貯水槽を配置し、
町⻄部の支援物資の受入配送拠点、屋外避難ス
ペースとしての地域避難拠点 

 
 
 
既存の菊陽杉並木公園及び菊陽町総合交流ター
ミナルさんふれあの防災機能強化とあわせ、屋内避
難場所等としての総合体育館整備による地域避難
拠点 

総合体育館を中心とした 
地域避難拠点 

《菊陽杉並木公園周辺》 
 

町内最大の 
指定緊急避難場所 

総合体育館・菊陽杉並木公園
等 

町役場を中心とした 
防災拠点 

《町役場・防災センター他》 
 

災害対策本部 
町役場・防災センター・ 

町⺠グランド等 

防災広場を中心とした 
地域避難拠点 

《光の森多目的広場》 
 

町⻄部の 
指定緊急避難場所 
防災広場・備蓄倉庫 
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〇既存施設を活用した防災機能強化 
既存の広⼤な芝⽣広場を活用し避難テントによる避難地や自衛隊ヘリコプター発着地として、既存駐
⾞場を⾞中泊スペース、また、総合支援ターミナルさんふれあの屋内入入浴施設や調理室は災害時にお
いても活用する。 
施 設 等 防 災 機 能 
ス ポ ー ツ 広 場 
ふ れ あ い 広 場 

自衛隊ヘリコプター発着地 
避難地（避難テント） 

散 策 路 ・ 噴 ⽔ リラクゼーションスペース 
駐 ⾞ 場 ⾞中泊スペース 
菊陽町総合交流ターミナル「さんふれあ」 屋内入浴施設、屋内調理室 

 
〇町⺠体育館再整備に合わせた屋内避難所等の配置 
災害時に屋内避難所や応援部隊の支援スペース、また、要配慮者スペース等の機能を持ち、平常時
は、⽴地環境を踏まえ、町⺠等の交流やコミュニケーションを促すスポーツ施設機能を持つ『総合体育
館』を新設し、併せて屋外避難場所となる広場・テニスコート等を整備する。  
施 設 等 防 災 機 能 
総 合 体 育 館 屋内避難スペース、応援部隊支援スペース、救護・要配慮者スペース 

避難者コミュニティスペース、支援物資受入配布スペース 
防 災 備 蓄 倉 庫 ⽶⾷、乾パン等⾮常用⾷料、ポータブルトイレ等⽣活必需品、救急セット 
広 場 屋外避難スペース（豪⾬時は⾬⽔調整池スペース） 
テ ニ ス コ ー ト 
駐 ⾞ 場 屋外避難スペース（⼀時退避場所、⾞中泊等） 

 菊陽杉並木公園 防災機能ゾーニング図 
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  避難施設としての機能を適切に発揮させるため、公園管理者（指定管理者を含む）の役割、防災関係機関や

地域住⺠等との連携体制づくりなどを検討し、地域防災計画等に位置づけた上で、災害時の公園の管理運営を
⾏う。 

  また、災害時の円滑な利用の観点から、平常時の定期的な施設の維持管理を⾏い、かつ、⽇頃からの防災訓練
などの実施や地震記録誌などの展⽰による防災公園の役割の周知・普及啓発を⾏う。 

 
 

復興まちづくり計画においては、『公園の防災機能整備』の計画スケジュールは、平成３１年度（令和元年度）
から段階的に実施する計画となっている。光の森多目的広場の供用開始が令和２年度、防災センターの供用
開始が令和３年度であり、総合体育館については令和５年度、新設広場等については令和６年度の供用開
始を目指し、町全体の防災機能強化を途切れなく進めていくこととする。 

 

導 入 防 災 機 能 平 常 時 機 能 
屋 内 避 難 ス ペ ー ス ① メ イ ン ア リ ー ナ 
屋 内 避 難 ス ペ ー ス ② サ ブ ア リ ー ナ 
救護・要配慮者スペース 会 議 室 
支 援 物 資 受 入 ・ 
配 布 ス ペ ー ス 

多 目 的 室 
防 災 備 蓄 倉 庫 

応援部隊支援スペース ス タ ジ オ 他 
避 難 者 コ ミ ュ ニ テ ィ ロ ビ ー ・ テ ラ ス 等 

工 種 令 和 元 
年 度 

令 和 ２ 
年 度 

令 和 ３ 
年 度 

令 和 ４ 
年 度 

令 和 5 
年 度 

令 和 ６ 
年 度 

防 災 セ ン タ ー 整 備 
      

光の森多目的広場整備 
      

杉並木公園防災機能導入整備 

公 園 ・ 建 築 設 計 等 
      

用 地 買 収 
      

公 園 工 事 
 
 

     

公 園 供 用 開 始 
      

総 合 体 育 館 
 
 

     

総合体育館供用開始 
      

公園工事 

〇総合体育館想定導入防災機能 

屋内避難スペース① 
《メインアリーナ》 

屋内避難 
スペース② 

《サブ 
アリーナ》 

救護 
要配慮者 
スペース 
《会議室》 

支援物資 
受入・配布 
《多目的室》 
《備蓄倉庫》 

応援部隊 
支援 

《スタジオ
他》 

〇新設避難施設導入エリア（菊陽杉並木公園拡張区域）整備スケジュール（案）  
 

実施 
設計 

供用開始 
 

施設 
整備 

施設 
整備 

供用開始 
 

基本 
設計等 

実施 
設計 

用地 
買収 

建築工事 

供用開始 
 

供用開始 
 

〇新設避難施設導入後の管理運営 
 


